
ご 

案 

内

お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

田
村
市
役
所
で
登
記
事

項
証
明
書
な
ど
の
交
付

が
受
け
ら
れ
ま
す

　

田
村
市
役
所
内
に
設
置
さ
れ

て
い
る
福
島
地
方
法
務
局
田
村

証
明
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
、

登
記
事
項
証
明
書
な
ど
の
交
付

が
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
設
置
場
所

　

田
村
市
役
所
１
階﹁
福
島
地

方
法
務
局
田
村
証
明
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
﹂

■
受
付
時
間

　

平
日
の
午
前
９
時
か
ら
正
午

ま
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午

後
４
時
30
分
ま
で

■
取
り
扱
い
業
務

〇
全
国
の
土
地
・
建
物
お
よ
び

　

会
社
・
法
人
の
登
記
事
項
証

　

明
書

〇
全
国
の
会
社
・
法
人
の
代
表

　

者
事
項
証
明
書

〇
会
社
・
法
人
の
印
鑑
証
明
書

　
（
印
鑑
証
明
書
の
請
求
に
は

　

印
鑑
カ
ー
ド
が
必
要
と
な
り

　

ま
す
。
ま
た
請
求
時
に
代
表

　

者
の
生
年
月
日
の
入
力
が
必

　

要
で
す
。）

※
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
て
い

　

る
不
動
産
お
よ
び
会
社
な
ど

　

に
限
ら
れ
ま
す
。

※
要
約
書
お
よ
び
地
図
・
図
面

　

な
ど
の
交
付
は
行
っ
て
い
ま

　

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
福
島
地
方
法
務
局
郡
山
支
局

登
記
部
門

☎
０
２
４

−

９
６
２

−

４
５
０
５

　

こ
の
制
度
は
、
遺
言
書
保
管

所（
法
務
局
）で
遺
言
書
を
大
切

に
保
管
す
る
た
め
、
紛
失
や
亡

失
の
防
止
、
第
三
者
に
よ
る
破

棄
や
改
ざ
ん
な
ど
の
心
配
が
な

い
ほ
か
、
遺
言
者
が
亡
く
な
ら

れ
た
後
の
手
続
き
と
し
て
、
相

続
人
な
ど
が
各
遺
言
書
保
管
所

に
保
管
中
の
遺
言
書
の
内
容
の

証
明
書
を
請
求
し
た
り
、
遺
言

書
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
も
で
き

た
り
す
る
な
ど
、
遺
言
者
だ
け

で
な
く
相
続
人
や
受
遺
者
な
ど

に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
制
度
で

す
。

　

ま
た
こ
の
制
度
を
利
用
し
て

保
管
し
た
自
筆
証
書
遺
言
書

は
、
家
庭
裁
判
所
の
検
認
の
手

続
き
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
利
用
に
は
、
各

種
確
認
や
手
続
き
の
処
理
に
一

定
程
度
の
時
間
を
要
す
る
た

め
、
手
続
き
の
順
番
を
お
待
ち

い
た
だ
く
こ
と
が
な
い
よ
う
、

予
約
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。

　

制
度
の
利
用
に
係
る
詳
細

は
、
法
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト（http://w
w

w
.m

oj.go.jp/
M

IN
JI/m

inji03_00051.
htm

l

）を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
島
地
方
法
務
局
郡
山
支
局

☎
０
２
４

−

９
６
２

−

４
５
０
０

　

町
で
は
、
家
庭
な
ど
か
ら
排

出
さ
れ
る
資
源
ご
み（
空
き
缶
、

空
き
び
ん
、
古
紙
な
ど
）を
回

収
・
再
資
源
化
に
協
力
し
て
い

た
だ
け
る
団
体
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

■
登
録
で
き
る
団
体（
町
内
）

〇
子
供
育
成
会

〇
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

〇
婦
人
会

〇
老
人
ク
ラ
ブ

〇
各
行
政
区
の
組
織
や
任
意
の

団
体（
営
利
団
体
を
除
く
。）

な
ど

︻
再
資
源
化
に
協
力
し
た
団

体
に
報
奨
金
を
支
給
し
ま

す
︼

　

再
資
源
化
物
を
取
り
扱
う
業

者
に
売
り
渡
し
た
場
合
、
売
り

渡
し
た
金
額
に
４
分
の
１
を
乗

じ
て
得
た
額
に
２
，
５
０
０
円

を
加
算
し
た
額
を
報
奨
金
と
し

募
　
　
集

再
資
源
化
物
回
収
協
力

実
施
団
体
を
募
集
し
て

い
ま
す

て
実
施
団
体
に
支
給
し
ま
す
。

（
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
。

上
限
３
万
円
。）

報
奨
金
＝（
売
り
渡
し
た
金
額

×
１
／
４
）＋
２
，
５
０
０
円

■
報
奨
金
を
受
け
取
る
と
き
の

注
意
事
項

　

報
奨
金
を
受
領
す
る
に
は
、

事
前
に
登
録
申
込
書
を
提
出
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申

請
書
は
、
町
民
生
活
課
で
受
け

取
る
か
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト（https://w
w

w
.tow

n.ono.
fukushim

a.jp/soshiki/
5/ recycle.htm

l

）
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
報
奨
金
受
付
期
限

　

12
月
28
日
㊋
ま
で

※
受
付
期
限
ま
で
に
再
資
源
物

を
売
り
渡
す
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ご
不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し

た
ら
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
町
民
生
活
課

☎
７
２

−

６
９
３
３

あ
な
た
の
大
切
な
遺
言

書
を
法
務
局
で
お
預
か

り
し
ま
す

　

令
和
２
年
７
月
10
日
か
ら
、

自
筆
証
書
遺
言
書
を
作
成
し
た

本
人
が
、
法
務
局
に
遺
言
書
の

保
管
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

1� ONOMACHI  July_2021


